
（文部科学省調べ）

公立小・中学校教員の採用者数の推移（平成１５年度～平成２３年度）
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特別免許状の授与件数の推移

年度(平成) 授与件数 主な職歴

元年度 １４件(公立３、私立１１) 工学設計技術者、接客、会計処理業務

医師、住職、書道家、英会話講師、品質管理　等

２年度 ２件(公立１、私立１) 電力会社勤務、研究員技術者

３年度 ２件(私立２) 野球部監督、大学講師　等

４年度 ３件(公立１、私立２) 航海士、牧師、新聞記者

５年度 ２件(公立２) 調理師専門学校教員、金融関係

６年度 １２件(公立３、私立９) 生産管理業務、造園技師、情報処理技術者

農学博士・研究者、住職、品質管理　等

７年度 ０件

８年度 １件(公立１) 専門学校講師(土木施工)

９年度 ５件(公立５) 訴訟法務担当、銀行員、不動産会社員、百貨店定員

看護師、建築技術専門学校助手

１０年度 １件(公立１) 織物会社社員

１１年度 ０件

１２年度 １件(私立１) 研究員技術者

１３年度 ４件(公立２、私立２) 建築会社技術者、設計・施工業務、銀行業務

柔道講師等

１４年度 ６件(公立４、私立２) 薬剤師、訴訟法務担当、福祉専門学校、土木技術者

牧師、柔道講師等

１５年度 ４７件(公立３７、私立１０)新薬研究開発会社勤務、家電・業務用電気製品会社勤務

看護師、調理師専門学校教員、病棟等看護教務

同時通訳、英会話講師、東洋史関係研究所勤務

通信教育関係出版社勤務、中国語文法・入門書執筆

１６年度 ４９件(公立２３、私立２６)英会話講師、外国人主任指導員、病棟等看護教務､税務署勤務､

看護師、看護学校教員、病院、銀行管理職、児童生徒相談員、

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ監督、陸上ﾁｰﾑｺｰﾁ､野球ﾁｰﾑｺｰﾁ､ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ勤務等

１７年度 ３４件(公立１６、私立１８)

農協、民間会社での経理担当等
１８年度 １２件(公立９、私立３) 英会話講師、病棟等看護業務、病院、看護学校教員等
（４月１日
現在）

（教職員課調べ）

累計
１９５件（公立１０８件、
私立８７件）

看護師、病棟等看護業務、英会話講師、ＮＰＯ法人での音楽（美術等）の教授
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H1年度 H2年度 H3年度 H4年度 H5年度 H6年度 H7年度 H8年度 H9年度 H10年度H11年度H12年度H13年度H14年度H15年度H16年度H17年度 H18.4.1

北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
宮城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
群馬県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
埼玉県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 2 0 32
千葉県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 8
東京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
神奈川県 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 4 8 37
新潟県 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
愛知県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
三重県 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
大阪府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 3 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 14
岡山県 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 8
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
香川県 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
福岡県 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7
大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2 2 3 2 12 0 1 5 1 0 1 4 6 47 49 34 12 195

都道府県
授　　　与　　　件　　　数

総計



表１－２　　指導力不足教員に関する人事管理システムの概要

ａ
医師

ｂ
弁護
士

ｃ
保護
者

ｄ
教職員

ｅ
その他

ｆ
非公
表

基本期間
研修期間
の上限

1 北海道

　病気・障害以外の理由により、児童生徒との人間
関係を築くことができないなど児童生徒を適切に指
導することができないため、当該教員が担当すべき
授業を他の教員が分担して行うなどの状況にある者
のうち、継続して特別な指導・研修を要すると認定
された者

○ ○ ○
学識経験
者、臨床心
理士

整備
予定

・校長は申請時に当該教員の意向も聴取
し、同意書又は同意が得られない場合は
意見書の提出を求め、申請書類に添付。
・市町村教委は校長の作成した調書を十
分精査したうえで、当該教員から意見を
聴取し、道教委に申請。
・道教委は教員審査会の前に、当該教員
との面談を実施し事情聴取。

市町村教育長及び道
立学校長会議において
資料を配付

1年 3年間

2 青森県

　教員に求められる資質能力に課題があり、児童生
徒を適切に指導できないため教育活動に支障をきた
し、児童生徒に対しての責任を果たせないことか
ら、研修を講じる必要のある教員。ただし、疾病を
理由とする場合を除く。

○ ○
教育に関し
学識経験の
ある人

整備
予定
なし

研修審査会において、文書及び口頭で意
見を陳述する機会を与える。

「指導が不適切な教員
への対応に関する手
引」を配布

1年 3年間

3 岩手県
　専門性や社会性に問題を有しており、児童生徒を
適切に指導できないなど、教員としての責務を果た
していない者

○ ○

大学教授、
退職教職
員、民間企
業役員

有
判定委員会の開催にあたり、本人に弁明
書の提出を求めている。

県立学校長及び市町
村教育長に対し要綱及
び手引を配付し教職員
への周知を依頼

3ヶ月 1年間

4 宮城県

　疾病以外の理由により、教員に求められる資質能力に
課題があるため、次の各号のいずれかに該当し、児童又
は生徒が安心して学校生活を送ることができる学校環境
を損なっている教員
①教員としての使命と職務への自覚が不足し、日常的な
職務の遂行に支障をきたしていること
②児童又は生徒の心を理解する能力や意欲に欠け、学級
経営、生徒指導等を適切に行うことができないこと
③教員としての力量を高めようとする意欲がなく、向上
心を持って教養を磨こうとはしないこと
④教科・領域等に関する専門的な知識、技術等が不足し
たり、指導方法が不適切であるため、学習指導等を適切
に行うことができないこと
⑤保護者、地域社会及び関係諸機関と信頼関係を築くこ
とができず、教育活動に必要な連携・協同を行うことが
できないこと
⑥他の教職員と協調して学校運営に参加しようとする態
度が見られない又は校務処理を適切に行うことができな
いこと

○ ○

大学教授、
臨床心理
士、民間企
業経営者、
県ＰＴＡ連合
会顧問

有

・当該の意見書を提出させる
・当該教員と県教委担当者との面談を実
施
・当該教員に審査委員会で弁明の機会を
与えることもある

長期特別研修ガイド
ブックを作成配付

1年 3年間

5 秋田県

　公立小中学校教員又は県立学校の教員で、学習指
導、生徒指導及び学級経営等において、指導を適切
に行なうことができないことから、研修等人事管理
上の措置を要すると認められる者

○ ○ ○
会社役員、
元校長 有

・県教委は、認定申請があった場合に対
象教員から意見を聴取することができる。
・判定委員会は審議にあたって、対象教
員から意見の聴取を行うものとする。

手引書の配付、校長会
での説明

1年 2年間

6 山形県
　教員に求められる指導力に問題があることによ
り、児童又は生徒を適切に指導できない教員（問題
の原因が精神性疾患等に起因する者を除く）

○ ○
学識経験
者、元校長、
教委職員

有
・校長、教委が本人と面談を実施。
・審査会において面接を実施し、本人から
直接意見を聴取。

要綱等を配付し、校長
会で説明

1年 2年間

7 福島県
　指導が不適切である教員、教員としての資質に問
題がある教員、精神障害等により指導力を発揮でき
ない教員

教委職員 有

・校長による報告に当該教員の申立書を
添える。
・判定委員会が必要に応じて当該教員に
対し面接を行う。

通知、「支援の手引」作
成

1年 1年間

8 茨城県

　学習指導上、生徒指導上又は学級（ホームルー
ム）経営上において問題があり、児童生徒に対する
指導を適切に行うことができないことから、研修等
特別の措置を必要とする教員

○ ○

大学教授、
校長経験
者、民間企
業人事担当
者

有

・指導力不足教員認定申請書の提出の
際に、本人からの「意見書」を添付。
・研修受講２年目の者で希望する者に
は、指導力不足判定委員会開催前に、県
教育委員会人事担当者が本人と直接面
会し、意見を聴取。

手引書を作成し、県内
各小・中・高・養護学校
に1冊ずつ配付

1年 2年間

9 栃木県
　指導不適切教員とは、精神疾患以外の理由によ
り、児童又は生徒に対する学習指導、生徒指導、学
級経営等を適切に行うことができない教員

○ ○

県教育次
長、大学教
授、総合教
育センター
所長

有

県教委担当者が研修終了後、審査委員
会が開催される旨を本人に告知し、その
際、意見を聴取するとともに、審査委員会
に本人の意見書類が提出される。

校長研修会を開催し、
県内全学校長に周知

約2年 2年間

10 群馬県

　病気以外の理由で、児童生徒の指導において教員
としての指導力等に課題を有するため正常な教育活
動が行えず、学校の教育活動に支障をきたしてお
り、人事上の措置が必要とされる教員

○

市町村教育
長・教育委
員等、大学
教授、民間
会社社長

有

・認定申請の際、本人の意見書を添付。
・所属校を離れて研修中の教員につい
て、研修継続及び免職、転職の措置の必
要性を判断する場合、事前に本人に意見
書を提出させる。

年度当初に実態把握
に関する通知により周
知

1年
上限規定
なし

11 埼玉県

　病気等以外の理由で児童又は生徒を適切に指導で
きないため、授業その他の教育活動に当たらせるこ
となく研修に専念させる措置を講ずる必要のある教
員

○
県教委関係
部長・課長
等、元校長

有
判定会議前に県教育委員会が面接を行
う。

通知及び手引による
6ヶ月又
は1年

上限規定
なし

12 千葉県

　特別に指導力の向上を要する教員とは、疾病等以
外の理由で、児童生徒を適切に指導できないため、
研修等の措置を講じて、特に指導力の向上を図る必
要があると決定された教員

県教委部
長・課長、県
教育セン
ター長

有

・本人からの「意見書」を添付させている。
・本人の意見陳述は、希望があれば判定
会で行うことが出来る。
・意見陳述の希望がない場合は判定会で
意見聴取を行う。

要綱、研修の手引の作
成

1年 2年間

13 東京都

　精神疾患その他の疾病以外の理由により、次の各号の
いずれかに該当する者で、人事上の措置を要すると決定
された教員
①教科に関する専門的知識、技術等が不足しているた
め、児童等に対する学習指導を適切に行うことができな
い者
②指導方法が不適切であるため、児童等に対する学習指
導を適切に行うことができない者
③児童等の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営
又は生徒指導を適切に行うことができない者
④上記①～③に掲げる者のほか、教員としての資質に問
題が有り、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行
うことができない者

関係部長・
関係課長・
関係管理主
事・関係係
長

有

・校長が、申請に当たって、あらかじめ該
当者に指導力不足等として申請を行うこ
とを告知し、該当者から申請されたことに
対する意見を書類の提出によって求め
る。
・申請された者については、都教委が管
理主事等を派遣し事実確認を行うが、こ
の際、申請された者に意見を述べる機会
を設ける。

手引書の作成 1年 2年間

６．研修期間２．判定委員会の構成員
都道府県・
指定都市名

３．判
定基準

４．本人からの意見聴取手続１．指導力不足教員の定義
５．教員等への周

知



ａ
医師

ｂ
弁護
士

ｃ
保護
者

ｄ
教職員

ｅ
その他

ｆ
非公
表

基本期間
研修期間
の上限

６．研修期間２．判定委員会の構成員
都道府県・
指定都市名

３．判
定基準

４．本人からの意見聴取手続１．指導力不足教員の定義
５．教員等への周

知

14 神奈川県
　授業が成り立たない、児童・生徒指導が適切に行
えないなど指導力が不足している教員及び教員とし
ての資質に問題のある教員

○ ○
学識経験者
（大学教授な
ど）

整備
予定

判定会開催前に、教育委員会及び校長
面接し、教員本人から意見を聴取。

県立学校長及び市町
村教委に手引を配付。
全県立学校長を招集し
た会議で周知。

1年
上限規定
なし

15 新潟県

　次のいずれかに該当する者として、教育長が認定
した者をいう。
①教科の専門知識が不足していたり、指導方法が不
適切であるため、学習指導を適切に行うことができ
ない者
②児童又は生徒の心を理解する能力や意欲に欠け、
生徒指導を適切に行うことができない者
③児童又は生徒、保護者及び同僚等との間に適切な
人間関係を築くことができないため、学級経営や校
務分掌事務などを適切に行うことができない者

○ ○ 大学教授 有
審査検討委員会において、原則として当
該教員から意見を聴取。

通知文により周知 1年 2年間

16 富山県
　専門性、社会性等にかかわって指導力に多くの課
題を有し、児童又は生徒の教育への責任を果たすこ
とができない教員

○ ○
大学教授、
企業人事担
当等

有

・県教委への申請前に校長、教委等が面
接。
・申請時に本人が記述した書類（「本人の
意見」）を提出。
・審査委員会において、審査委員が直接
本人から意見聴取。

市町村教育長、県立学
校長に手引書を配布。
校長会、教育長会にお
いて説明。

1年 1年間

17 石川県

　地教行法第47条の2の規定に基づき、「児童又は生
徒に対する指導が不適切であること」「研修等必要
な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対
する指導を適切に行うことができないと認められる
こと」のいずれにも該当する教員

○ ○
教育行政関
係者、有識
者

整備
予定
なし

指導力不足判定内申提出前に、校長が
面接。

校長用手引書の配付。
校長への説明会実施

1年 2年間

18 福井県

　学習指導、生徒指導、学級経営等にかかる指導力
等に課題を持ち、教育公務員としての責務を十分に
果たせないため、人事上の特別な措置を必要とする
教員

○ ○ 校長

学識経験者
（大学教授、
市町村教育
長代表、元
校長）

有
審査に当たっては、本人に対して意見陳
述の機会を与えている。

手引きを作成し全公立
学校や関係機関に配
付

6ヶ月
上限規定
なし

19 山梨県

　授業が成立しないなど指導力が不足している者、
他との人間関係がつくれなかったり、教員としての
意欲や使命感に欠けたりするなど、教員としての資
質能力に問題のある教員

○ 有
諮問委員会の意見具申を聴く前、及び認
定が決定し、それを本人から事情聴取し
ている。

手引書、パンフレットを
各校に配付している

1年
上限規定
なし

20 長野県

　学習指導、生徒指導、学級経営など教員としての
専門性に問題があり、また、児童生徒、同僚、保護
者、地域住民等と信頼関係が築けないため、教育活
動に支障をきたし、児童・生徒に対する教育の責任
が果たせない教員

○

大学教授、
民間企業
人、校長経
験者

有

校長が申請時などに教員本人と面接し、
十分に意見等を聞くだけでなく、判定委員
会において、教員本人の弁明の機会を設
けるとともに、直接事実確認や意見聴取
を行う。

説明会の実施、市町村
教委を通じて資料の配
付、県教委ホームペー
ジへの掲載

1年
上限規定
なし

21 岐阜県

　指導力が不足している等の理由により、児童及び
生徒の指導並びに保護者等への対応が適切に行えな
い等、教員としての職務を円滑に遂行できないた
め、特に人事上の措置を要する教員。ただし、心身
の故障により職務を円滑に遂行できない者は除く。

○ ○

教育次長、
総合教育セ
ンター長、教
育総務課
長、研修管
理課長、学
校人事課長
など

有
判定委員会の前に、県教委担当者が該
当教員に面接を行い意見を聴取。

校長会で手引書を配付 1年 2年間

22 静岡県

　病気・障害以外の理由で、児童生徒の指導に際し
著しく適切さを欠き、継続的な職務の遂行に支障を
きたすため、人事上特別な措置が必要と決定された
教員

○ ○ ○
学識経験者
（大学教授
等）

整備
予定
なし

審査委員会において、文書及び口頭で意
見を陳述する機会を与える。

①規程・要綱等を校長
に通知。校長から教員
に説明。②手引を作成
し、校長に説明

6ヶ月
上限規定
なし

23 愛知県
　傷病以外の理由で、指導力不足等により児童生徒
を適切に指導できないため、人事上の措置を必要と
する者

○ ○

教育次長、
部長等、総
合教育セン
ター所長

有

判定会議以前に、個別面談を行い、申請
書の記載事項をもとに、実態把握に努め
る。また、研修対象者として認定された場
合、どう対処するか、現在の気持ちを確
認する。判定会議での陳情希望の有無も
確認。

通知を各学校、教育機
関へ周知。県教委ホー
ムページに掲載。

1年
上限規定
なし

24 三重県

　学習指導・生徒指導・学級経営にかかる指導力に
課題を持つ者、教育公務員としての資質に課題を持
つ者、児童生徒に対する教育への期待にこたえられ
ないため支援その他の措置を必要とする教員

○ ○ ○ 校長

元学校評議
員、県教委
研修分野総
括室長

有

指導力不足等教員として報告するにあ
たっては、本人からの意見書を添付させ
るとともに、校長や市町村教委が本人と
面談をし、意見を聴取。

手引書を作成し、全校
長に配付

1年 1年間

25 滋賀県
　専門性に関わって課題を有し、児童生徒を適切に
指導できない教員

○ ○

校長経験
者、企業経
営者、大学
教授

有

１回の審査のために２回の審査委員会を
開催する。１回目の審査会で、該当教員
から意見聴取をするかどうか決める。意
見聴取が決まると、委員の内２名が、面
接によって当該教員から40分間、直接意
見聴取。

手引きを各学校に配付 6ヶ月 2年間

26 京都府

　児童生徒の指導において、その人間性、社会性、
専門性にかかわって指導力に課題を有し、そのた
め、学校教育に寄せられる期待にこたえられず、教
育公務員としての責任を十分に果たせていない教員

○ ○ ○

校長会
代表、
教員代
表

学識経験
者、スクール
カウンセ
ラー、市町村
教育委員会
代表

有

審査委員会の審査の際に、服務監督権
者が特別研修の申請にあたり本人と面談
を行って意見聴取した内容について、服
務監督権者から直接または書面にて聴
取している。

管理職向け啓発資料と
して冊子を府内全校長
に配付し周知

1年 1年間

27 大阪府

①指導力に関し支援を要する教員
②指導力不足教員
③適格性を欠く教員
④疾病等により指導力が発揮できない教員

○ ○

学識経験
者、企業関
係者、学校
教育関係
者、報道関
係者

整備
予定
なし

諮問委員会に諮問するにあたり、本人の
希望により意見書を提出。

校長にマニュアルを配
布

学期間
上限規定
なし
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28 兵庫県

　指導力向上を要する教員とは、児童生徒の学習指
導・学級経営・生徒指導、あるいは児童生徒・保護
者との人間関係において著しく適切さを欠くため、
教育活動に支障をきたし、研修等必要な措置を講ず
る必要がある者。ただし、病気休暇中の者及び健康
管理審査会の管理下にある者は除く。

○ ○ ○

大学教授、
新聞社論説
委員長、臨
床心理士、
元校長

有

校長が、県教育委員会（市町立学校の場
合は市町教育委員会）に対象教員の報
告を行う際、あらかじめ対象教員から意
見を聴き、意見聴取の記録を作成し添
付。対象教員から意見申立書を提出させ
添付。

手引を作成し配付 1年 2年間

29 奈良県

　学習指導・生徒指導・学級経営等において、適切
な指導ができないため、児童生徒や保護者の信頼を
得ることができず、校内で継続的な指導を行っても
改善が見られない教員

○ ○

学識経験者
（大学教授・
民間企業人
事担当者）

有

県教委に申請することとなった場合、市町
村教委（当該教員の所属校の校長と連
携）や県立学校長は、当該教員に対し
て、①指導力不足教員等の判定を申請す
ること、②本人に意見を申し述べる機会
が与えられること（意見の提出でもよい。）
③判定結果は後日通知することを伝え
る。その後、市町村教委や県立学校長
は、担当管理主事とともに該当教員と面
接し、意見を聴取。

手引きを作成、周知 6ヶ月 2年間

30 和歌山県

　疾病等を自覚し治療に専念する者以外で、指導に
適切さを欠くため、学習指導、生徒指導、学級経営
その他の教育活動において、職務遂行に継続的に著
しく支障をきたし、人事上の特別な措置が必要とさ
れる者

○ ○
附属小
校長(大
学教授)

県教委事務
局職員(学校
教育局長、
各課長)

有

県教育委員会への申請する際、市町村
教育委員会教育長・県立学校長はその
旨を本人に伝えるとともに面接のうえ、意
見を聴取する。

市町村教育長会を通じ
て通知し説明

1年 1年間

31 鳥取県

　教員としての資質、専門的知識や技術が不足して
いたり、教育公務員としての自覚と責任感、社会
性・適格性が不足していることにより、学習指導や
生徒指導、学級経営等において、適切に指導力が発
揮できず、教育への責任が果たせない教員

○

法律に関す
る有識者、
学識経験
者、教育関
係団体の代
表者

有
校長からの報告があり次第、教委担当者
が教員本人と面接を行い、事実確認と本
人の意見を聴取する。

指針の配付 1年 3年間

32 島根県

　児童生徒等の指導において、指導力の不足、著し
い社会性の欠如、又は神経・精神疾患により教育活
動に支障をきたし、人事上特別な措置が必要と認定
された教員

○ ○ ○

学識経験者
学校教育関
係者（元校
長、元市町
村教育長
等）

有

報告書の提出後、県立学校長から県教
委への報告内容（市町村立学校の場合
は校長と市町村教委の協議内容）につい
て、県教委が本人に文書で「意見書」の
提出機会を与える。

市町村教育長会及び
校長会等で説明

1年 3年間

33 岡山県

①教員としての専門性に起因して、児童又は生徒に
対する学習指導、生徒指導、学級経営等を適切に行
うことができない教員
②教員としての人間性、社会性及び資質に起因し
て、児童又は生徒に対する学習指導、生徒指導、学
級経営等を適切に行うことができない教員
③前二号に掲げる事由以外の事由に起因して、児童
又は生徒に対する学習指導、生徒指導、学級経営等
を適切に行うことができない教員

○ 有

・県教育委員会は、事実の確認を行うた
め必要があると認めるときは、所属長等
に対し必要な報告を求め、実地に調査
し、又は当該教員から意見を聴くことがで
きる。
・判定委員会の委員長は、必要があると
認めるときは、会議に対象教員その他関
係者を招き、意見の開陳又は説明を求め
ることができる。

手引き作成配付 1年
上限規定
なし

34 広島県

　児童又は生徒に対する指導が不適切で、この要綱
（指導力不足等教員の取扱いに関する要綱）に基づ
いて研修等必要な措置を講ずる必要があると認定さ
れた者

○ ○ ○

学識者、校
長経験者、
民間企業関
係者

有

指導力不足等教員の申請にあたって、該
当者の所属が市町立学校の場合は市町
教委が、該当者の所属が県立学校の場
合は当該校長が、当該教員に意見を述
べる機会を与え、これを録取した書面を
申請書類に添付。

市町村教育委員会、県
立学校長へ通知し周知

1年 3年間

35 山口県
　児童生徒を適切に指導できないため、特に人事上
の措置を必要とする教員。ただし、適格性に欠ける
ことや精神性疾患があることを除く。

○ ○

学識経験者
（大学教授、
民間企業関
係者）、教育
関係者（県
教育次長、
審議監、教
育研修所
長、市町教
育委員）

有

・申請を行う市町村教委又は県立学校長
は、当該教員にその旨を通知するととも
に当該教員の意見書を添付して申請。
・審査委員会の委員長は、当該教員に対
し、会議への出席を求め、その意見をきく
ものとする。

校長に対して説明会を
実施。各学校に要綱及
び関連資料を配付

1年 3年間

36 徳島県

　精神医学的問題に原因のある者を「心の問題を抱
える教員」とし、それ以外の①学習指導、②生徒指
導、③学級（ホームルーム）経営、④その他の教育
活動において問題が有り、適切な指導ができないた
め児童生徒の教育に支障をきたしており、人事上の
措置を必要とされる者

○ 有
判定会前に意見書の提出機会を与えて
いる。

市町村教育委員会・学
校に報告を配付

1年 1年間

37 香川県
　指導力や適格性に問題があり、児童生徒を適切に
指導できないため、人事上の措置を要する教員

○ ○ 学識経験者 有

・市町教委等は、審査会の意見を聴こうと
するときは、あらかじめ該当教員に対して
対応策、理由等を説明するとともに、認定
の結果、対応策についても通知。
・該当教員が対応策等について意見があ
るときは、県教育長に対して、意見書によ
り意見の申出をすることができる。

対応マニュアルを作成
し県内に配付

5ヶ月又
は1年

2年間
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38 愛媛県

　「指導力不足等教員」とは、精神疾患その他の疾病以
外の理由により、次の各号のいずれかに該当する教員を
いう。
①教科に関する専門的知識、技術等が不足しているた
め、児童又は生徒に対する学習指導を適切に行うことが
できない教員
②指導方法が不適切であるため、児童又は生徒に対する
学習指導を適切に行うことができない教員
③児童又は生徒の心を理解する能力又は意欲に欠け、学
級経営又は生徒指導を適切に行うことができない教員
④前３号に掲げるもののほか、教育活動を進める上で、
教員としての責任を果たせていない教員

○ ○ ○

大学教授、
元高等学校
長、元中学
校長

有

指導力不足教員と思われる教員に、学校
長が面接で指導・支援の記録をとることを
告知するとともに、意見聴取を行う。
また、小中学校においては、市町教育委
員会教育長等、各教育事務所管理主事
が面接する。

通知文等により、教育
事務所長会、校長研究
協議会等で毎年周知

1年
上限規定
なし

39 高知県
①勤務意欲や指導力に問題がある者
②資質や適格性に問題のある者
③疾患等が原因で①、②の課題を有する者

○ ○

校長
（小・中・
県立学
校）

知事部局行
政職員、市
町村教育長

有
判定会議に諮る前に、県教委担当が担当
者と面接し、意見書の提出を求めている。

県教委のホームページ
に掲載

1年 3年間

40 福岡県

　教員として、適切な学級経営・学習指導・生徒指
導ができず、あるいは、児童・生徒、保護者、地
域、同僚等との人間関係が築けないため教育活動に
支障をきたし、児童・生徒に対する教育への責任が
果たせない教員

○ ○ ○

大学教授、
企業関係
者、教育セン
ター所長

有
校長は判定会議に報告する旨、本人に説
明するとともに、本人に意見聴取を行って
いる。

手引を学校に配付し、
校長から教員に対し周
知

1年 3年間

41 佐賀県
　病気以外の理由で、児童・生徒を適切に指導でき
ないため、特に人事上の措置を要すると判定された
教員

○ ○ 校長

大学教授、
市町村教育
長、教育事
務所長等

有
判定委員会前に、県教育委員会担当者
等が面接を行い意見を聴取している。

報告書を県内各公立
学校等に配布。研修の
手引等を作成

1年
上限規定
なし

42 長崎県

　疾病以外の理由により、児童又は生徒を適切に指
導できないなど教育活動に支障があり、判断基準に
照らして、県教育委員会が特に研修を要すると認定
した教員

○ 有
審査を行う指導力向上委員会は必要に
応じて当該教員に対して面接を行うことが
できる。

通知及び各資料の配
付

1年 2年間

43 熊本県

　学習指導、生徒指導、学級経営等を適切に行うこ
とができないため、または教員としての資質に問題
があるため、教育活動に著しく支障をきたし児童生
徒への教育の責任が果たせない教員

○ ○ ○
大学教授、
企業代表 有

・申請時に県教育委員会、市町村教育委
員会、校長が面接をしている。
・申請時の提出書類に本人の意見を聴取
する様式を定めている。

全教職員へリーフレット
配付。冊子を各学校へ
配付。広報誌で本制度
の趣旨を再度広報

1年
1年6ヶ月
間

44 大分県

①教科の専門的知識、技術等が不足
②指導方法が不適切
③児童生徒の心を理解する能力・意欲に欠ける
④教育的愛情等に欠ける
○精神性疾患の疑い（取扱いは別途）

○ ○ 校長 有
審議会の際の関係書類として、本人の意
見書を提出してもらうこととしている。

手引きを全学校に配布 1年 3年間

45 宮崎県

①学習指導や生徒指導など専門性に関する指導力に欠け
る者
②児童生徒や保護者および地域住民等と適切な関係を築
くことができないなど社会性に問題がある者
③心身に疾病があるにも関わらず、病識がない、治療し
ないなどの問題が有り、指導力を発揮できない者

○ 有 校長が状況に応じて、面接を行っている。
手引を学校へ配付し周
知

1年 2年間

46 鹿児島県

　指導力不足等教員とは次の各号のいずれかに該当する
教員でかつ継続的な職務の遂行に支障をきたし、教員と
しての責任を十分に果たせないため、人事上の措置を必
要とすると県教育委員会が決定したもの。
①教科に関する専門的な知識、技術等が不足しているた
め、又は指導方法が不適切であるため、学習指導を適切
に行うことができない者
②児童又は生徒の人格や心情を理解する能力又は意欲に
欠け、生徒指導を適切に行うことができない者
③前２号に掲げるもののほか、教員としての資質に問題
がある等のため、学習指導、生徒指導その他の職務を適
切に行うことができない者

○ ○
学識経験者
（大学教授な
ど）

有
指導力不足等教員の決定の前に、県教
委が，事情聴取。

通知文を発出するとと
もに、毎年度の市町村
教育委員会、校長会等
で説明し周知

6ヶ月 1年間

47 沖縄県
　病気等以外の理由で、指導力不足等により児童生
徒を適切に指導できないため、特に研修等必要な措
置を要すると認定された教員

○

教育次長、
県立学校教
育課長、義
務教育課
長、県立総
合教育セン
ター副所長、
学識経験
者、人権擁
護関係者

有
指導力不足等教員の申請の際に、学校
長が面接を行うよう依頼している。

手引きを作成し、全公
立学校、市町村教育委
員会及び教育事務所
に配付

6ヶ月又
は1年

上限規定
なし

48 札幌市

　病気等以外の理由により、学習指導、生徒指導、
学級経営、その他の教育活動において、児童生徒を
適切に指導することができないため、当該教員が担
当すべき授業等を他の教員が分担して行うなどの状
況にある者のうち、継続して特別な指導・研修を要
すると認定された者

○ ○ ○
大学教授・
助教授 有

校長が、対象職員の申請に際し、本人の
意向を聴取し、原則として、申請書に同意
書を添付することとしている。

校長説明会を開催し、
要綱等を配付するとと
もに、制度について周
知

1年 2年間

49 仙台市

　教育者としての指導力が著しく不足し、又はその
資質等に問題があり、児童、生徒及び園児の教育に
著しく支障をきたしている(疾病等に起因する場合を
除く）として、第６条第２項の規定により認定され
た教員

○ ○ ○ 校長

学識経験者
（大学教
授）、臨床心
理士(大学教
授)

有 審査会の際に本人から直接意見聴取。
校長用解説書及び教
員用パンフレットを配付
し、制度に関する周知

6ヶ月及
び1年

1年4ヶ月
間

50 さいたま市

・教員としての使命感や責任感に欠ける。
・児童生徒に対する教育的愛情に欠ける。
・基本的知識や指導の工夫に欠ける。
・保護者、地域との適切な対応ができない。
・学校運営への参加意識や協働姿勢に欠ける。
・その他教育指導、活動に支障をきたす。

学校教育部
長、教育総
務部長、指
導１課長、指
導２課長、健
康教育課
長、教育研
究所長

有
申請に対して意見があるときは、一定の
期間を定めて意見書を提出することがで
きる。

校長会に要綱を配付
し、説明。教員には校
長より周知

1年
上限規定
なし



ａ
医師

ｂ
弁護
士

ｃ
保護
者

ｄ
教職員

ｅ
その他

ｆ
非公
表

基本期間
研修期間
の上限

６．研修期間２．判定委員会の構成員
都道府県・
指定都市名

３．判
定基準

４．本人からの意見聴取手続１．指導力不足教員の定義
５．教員等への周

知

51 千葉市
　疾病等以外の理由で児童又は生徒を適切に指導で
きないため、研修等の措置を講じて特別に指導力の
向上を図る必要があると決定された教員

学校教育部
長、総務課
長、教育セン
ター所長他

有
必要があれば、判定会以前に市教委が
面接を行う。

学校に配付 1年 3年間

52 川崎市

　指導力等の向上・改善のための指導及び助言なら
びに研修を受けてもなお授業が成立しない、児童生
徒指導が適切に行えないなど、学校教育における責
任が果たせない教員

○ ○ ○ 校長
総合教育セ
ンター所長、
学識経験者

有
校長は教員本人から面接等により事情を
聞く。必要に応じて、指導主事による授業
観察を行う。

校長に対して手引きを
配付。教員に対してパ
ンフレットを配付

1年 2年間

53 横浜市

　疾病以外の理由により、児童生徒への教育に対す
る責任感や意欲などに欠け、次の各号のいずれかに
該当する者
①学習指導を適切に行えない教員
②児童・生徒指導を適切に行えない教員
③学級経営を適切に行えない教員

○ ○ ○

小、中、
高、盲
聾養護
学校の
代表

教職員人
事・企画部
長、学校教
育部長、教
育センター
所長

有
判定会において、希望者のみが意見陳述
を行う。

市教委ホームページに
掲載

1年 2年間

54 静岡市

次の各号のいずれかの要件に該当する教員で、規定
による措置等が必要であると静岡市教育委員会が認
定したものをいう。
（１）児童・生徒への学習指導、生徒指導又は学校
経営において著しく適切さを欠き、継続的な職務の
遂行に支障を来しているもの
（２）児童・生徒、児童・生徒の保護者等との人間
関係において、著しく適切さを欠き、継続的な職務
の遂行に支障を来しているもの

○ ○ ○

臨床心理
士、学識経
験者、教育
関係者

未定
審査委員当日、審査委員が直接面接を
行い、該当教員は意見陳情を行う。

校長会の時に、要綱の
説明を行う。特に、校
長が作成する「実態記
録把握簿」について
は、記入例を添えて周
知

6ヶ月
上限規定
なし

55 名古屋市

指導力不足により、学習指導・生徒指導・学級経営
等の教育活動に支障をきたすことがあり、日常の教
育活動を観察し、指導を継続するとともに、様々な
研修に取り組ませる必要がある教員

○ ○

元校長、学
校教育部
長、教育セン
ター所長、指
導室長

有
判定会議への申請において、本人が意見
書を教育委員会に提出。

手引書を作成し各校へ
配付するとともに、市教
委ホームページに掲載

1年 2年間

56 京都市

　教員として必要な学習指導、生徒指導面の資質や
学級経営能力が不足あるいは欠如しているため、子
どもたちの心身を傷つけたり、保護者の疑問・不
安・不信を招く指導を繰り返し、「学級崩壊」や
「授業不成立」などのように、子どもたちが教育の
成果を享受できない状況、いわゆる「教育阻害状
況」を生じさせている教員

○ ○ 校長

教委総務部
長、人権擁
護委員、臨
床心理士、
学識経験者

有
校長から対象の教員に対して，意見書の
提出（任意）を求めることとしている。

報告書を作成し、管理
職、関係機関等に配付
し周知。要綱を通知し
周知。

2～3ヶ月
上限規定
なし

57 大阪市

①指導力に関して課題を有する教員
②指導力不足教員
③適格性に問題のある教員
④疫病等により指導力が発揮できない教員

○ ○
学識経験
者、学校教
育関係者

有

支援を要する教員の申請に対する意見
書を申請書の提出があった日から１４日
以内に学校園長を通じ、教育委員会あて
に提出することができる。

冊子を全教員に配付 4ヶ月
上限規定
なし

58 堺市
《１８年度に政令指定都市になったことにより、現
在、判定委員会を含めて新しい対応システムの立ち
上げを整備中》

59 神戸市

指導力に課題を有する教員：児童生徒への指導が著
しく適切さを欠いており、その状態が一定期間継続
している教員や教員としての資質に問題があり、そ
の状態が一定期間継続している教員で、研修等の措
置が必要な者（精神疾患、疾病等が原因のものは除
く）

○ ○ ○
各校種
校長会
長

臨床心理士
大学教授
（学識経験
者）

有

①校内研修で改善できると校長が判断し
た場合、その旨の報告を市教委に行うこ
とを当該教員に告げ、指導記録調書等を
提示。また意見書を提出することができる
旨を通知。
②校長から報告を受けた市教委は必要
に応じて当該教員から意見聴取。
③審査委員会は必要に応じて当該教員
から意見聴取。

指導力向上支援システ
ム成立時に冊子を作成
し、全校園長、教員に
配布。毎年度新規任用
教員に対しても校園長
から研修してもらうよう
冊子を配布

2学期間
上限規定
なし

60 広島市
　指導力や適格性に問題があり、または疾病等が原
因で児童生徒に対し適切な指導ができないため、人
事上の措置等が必要あると認定された教員

○ ○ ○
大学教授、
退職校長、
民間人

有

所属長は、申請を行う際、当該教員に意
見を述べる機会を与え、これを録取した
書面を提出。判定委員会が、必要がある
と認めるときは、当該教員からの意見聴
取及び資料を提出させることができる。

報告を各学校に配付
し、校長及び教員に周
知

1年
上限規定
なし

61 北九州市

　教育活動に支障のある者について、下記の区分に応
じ、判定委員会で指導力不足教員として判定された者
①教員としての使命感や責任感に欠ける
②子どもの立場に立った対応や教育的愛情に欠ける
③基本的知識や指導の工夫に欠ける
④保護者や地域との適切な対応ができない
⑤学校運営への参加意識や協働姿勢に欠ける
⑥疾病等により指導力が欠ける
⑦上記①～⑥以外の区分により教育活動に支障がある

○ ○ ○
教育長、教
育次長及び
関係部長

有 判定委員会で必要に応じ、面接を行う。 冊子を各学校に配付 1年
1年6ヶ月
間

62 福岡市

　学習指導、生徒指導、学級経営や学校経営への参
画や協力を適切に行うことができないため、学校現
場に問題が生じているのにこれを適正・迅速に解決
できない状況があり、特別の研修等を講じることに
より、その指導力の改善を早急に図る必要のある教
員

教育次長外
事務局職員 有

判定会議に諮る前に、判定小委員会にて
担当者が、教員本人と面接を行ってい
る。

校長会等で周知 1年 2年間

全教委で整備 47 45 22 12 55 5

有：54
予定： 2
予定なし：
4

未定： 1

全教委で実施 全教委で実施合　計

１年間以内：８
２年間以内：２３
３年間以内：１１
上限規定なし：１９











 

公立学校教員採用選考試験の実施方法等について 

 

１．平成１８年公立学校教員採用選考試験の実施方法等について 
① 面接試験の改善状況等                                      （単位：県市数） 

          

 

 

 

 

 

 

② クラブ活動・ボランティア活動歴等の評価                                （単位：県市数）  
             

 

 

 

 

 

 

 
※平成１８年度は、校種を区別していない。 
 
③ 年齢制限の緩和                                                       （単位：県市数） 

  

 

 

 
          

※このほかに，教科等によって特例を設けている県市もある。 

 

④ 優れた知識・技能を有する社会人の登用 

○社会経験を適切に評価する特別選考：１８県市（前年度１８県市） 

会社等に就職し、教科等にかかわる専門的な分野において豊富な経験や秀でた知識を有する社

会人について、一般選考とは別に選考を実施 
 
⑤ 特定の資格保有等による試験免除 

○英語（ＴＯＥＦＬ，ＴＯＥＩＣ）の資格による一部試験免除：３１県市（前年度３２県市） 

○情報処理に係る資格による一部試験免除：１０県市（前年度１０県市） 

 

２．採用者数における民間企業経験者の数及び比率について 

多くの県市では民間企業の勤務経験等を積極的に評価している。 
 

 

 

 

 
 

実 施 状 況 実 施 方 法

区  分 １次２次 

両方で実施 

個人･集団 

両方を実施 

面接官に民間の人

事担当者等を起用

面接官に臨床心

理士等を起用
模擬授業の実施 

指導案作成の実

施 

平成７年度 ４２ ５５ － － － － 

平成18年度 ４８ ５８ ４３ ２１ ４５ １６ 

志願書等に記入させる 

(成績報告書の提出を含む)
面接時に聴取する 

区   分 

小 中 高 小 中 高 

平成７年度 ５２ ５２ ４９ ５７ ５７ ５４ 
ク ラ ブ 活 動 

平成18年度 ５４ ４３ 

平成７年度 ４５ ４５ ４３ ４７ ４７ ４５ 
ボランティア活動 

平成18年度 ５５ ４２ 

区  分 
制限 

なし 

51歳未満～ 

41歳以上 

41歳未満～ 

36歳以上 

36歳未満～ 

30歳以上 
30歳未満 

平成７年度 ２ １ ２１ ２４ １１ 

平成18年度 ７ ８ ２８ １８ ０ 

採用者総数 民間企業等勤務経験者 

年度  
 新卒者数 採用者数 

うち全体を占める比率

（％）

平成１３年 １２，６０６ ３，２９７ （２５．４％）    ９７１  ７．７％ 

平成１４年 １６，６８８ ３，８８１ （２３．３％） １，０２９  ６．２％ 

平成１５年 １８，８０１ ４，６４２ （２４．７％） １，５８０  ８．４％ 

平成１６年 ２０，３１４ ５，１１８ （２５．２％） ２，０６８ １０．２％ 

平成１７年 ２１，６０６ ５，４０３ （２５．０％） ２，３４７ １０．９％ 



教員の給与について

※教員の給与は、各都道府県の条例で定められている。

（そのうち、公立義務教育諸学校の教職員給与の１３を国庫負担）/

（全国人事委員会連合会作成によるモデル給料表）○教員の給料表

４級制の給料表がとられている。

４級 校長 （最高給料 円）463,000
３級 教頭 （最高給料 円）438,100
２級 教諭 （最高給料 円）416,500
１級 講師 （最高給料 円）311,300

○教職調整額

教員の勤務は、その職務と責任、勤務態様の特殊性から、勤務時間の内

外を切り分けることが適当でないため、勤務時間の内外を問わず包括的に

評価した処遇として、①時間外勤務手当は支給しない代わりに、②教職調

整額を本給扱いとして支給。

①時間外勤務を命じることができる場合（いわゆる超勤４項目）

( )生徒の実習に関する業務 ( )学校行事に関する業務1 2
( )教職員会議に関する業務 ( )非常災害等のやむを得ない場合3 4

②教職調整額＝ 給料月額×４％

○教員の手当

（例 ・義務教育等教員特別手当）

給料の 相当の定額（全教員に支給）3.8%

・教員特殊業務手当

（ 。 ）部活動指導業務 円 休日のみ ４時間程度以上業務従事1,200

・教育業務連絡指導手当（いわゆる主任手当）

日額 円200



（成績区分ごとの人員分布率）

良好で
ない

やや良好
でない

良好 特に良好
極めて
良好

昇給号棒数 0 2 4 6 8以上

人員分布率 20% 5%

地方公共団体における給与改革（平成１８年度実施）

不良

良好（標準）

優秀

特に優秀

勤　務　実　績　の　給　与　へ　の　反　映

①　勤務成績を昇給により反映させやすくするため、現行の号棒を４分割し、現在自動昇給化して
　いる普通昇給と持ち回りになりがちな特別昇給を勤務実績に基づく昇給に一本化。

②　ボーナス（勤勉手当）についても勤務実績によって支給額に差が生じるよう、今回のボーナス
　の支給月数の増加分を活用して、「特に優秀」及び「優秀」の成績区分の人員分布を拡大。

新たな昇給制度 ボーナス（勤勉手当）の人員分布の拡大

一定の事由に該当した場合
（分布率なし）

縮小

２０％　→　２５～３０％に拡大

 １％　→　 ５～１０％に拡大

良好 特に良好 良好でない やや良好でない 良好 特に良好 極めて良好

特別
昇給

普通
昇給

［現行］ ［新制度］

（定員の１５％以内）

現行１号棒を４号棒に
細分化

１
号
棒

１
号
棒

１
号
棒



優秀な教員の表彰等の取組について

Ⅰ 調査の趣旨

優れた成果等を挙げた教員を表彰することは、教員評価の改善の一環として、教員の意欲を

高め、資質能力の向上に資するといった効果が期待される。

本調査は、各都道府県市の人事管理に資するため、優秀な教員の表彰等に関する教育委員会

の取組状況についてとりまとめたものである。

Ⅱ 調査対象・調査時点

４７都道府県教育委員会及び１３指定都市教育委員会を対象として、平成１７年４月１日現

在の取組状況について調査を実施した。

Ⅲ 調査結果の概要

優秀な教員の表彰等の取組を実施しているのは、３５（２９）教育委員会であり、そのうち

７（７）教育委員会が給与上の措置を設け、７（６）教育委員会が給与上の措置以外の措置を

設けている。（括弧内は１６年度数値）

北海道、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

優秀な教員の表彰等の取 千葉県、東京都、神奈川県、富山県、福井県、岐阜県、三重県、

組を実施しているところ 京都府、大阪府、奈良県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、

愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、札幌市、仙台市、

川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市

表彰等に伴う給与上の措 宮城県、富山県、岐阜県、岡山県、香川県、愛媛県、佐賀県

置を実施しているところ

表彰等に伴う給与上の措 宮城県、埼玉県、岐阜県、京都府、香川県、愛媛県、長崎県

置以外の措置を実施して

いるところ

※ 下線は、１７年度から実施



（参 考）

優秀な教員の表彰等の取組事例

○ はつらつ先生（埼玉県）

（活用方法）各種研修会や研究会等の講師として派遣し、若手教員の育成

や他の教員の資質向上に活用。

（認定者数）１６年度 ２０名（小学校９名、中学校７名、高校３名、養

護学校１名）

（具体的事例）

■ 高等学校の養護教諭として、不登校の相談・対応に、心の健康検討

委員会を発足させ、組織としての指導の取組に努めることにより、不

登校生徒を進級、卒業させるなどの効果をあげている。

○ エキスパート教員（広島県）

（活用方法）所属校の教科指導、教員研修等において、専門的な観点から

指導・助言に当たるとともに、県内各地域における教員研修、

教育研究団体の活動、他校の公開研究授業等において専門的立

場から指導・助言を行う。

（認定者数） １６年度 ５名（県立高校５名）

（具体的事例）

■外国語のエキスパート教員の事例

生徒の１分間スピーチ、インタビューテストなど海外研修等で学ん

だ先進的な指導に取組み、英語の学習量の増加及び表現方法の向上が

見られた。また、教育センターでの講座の講師として、過去の取組み

をまとめ実践発表を行った。

○ 授業の鉄人（愛媛県）

（ ） 、 、活用方法 県内各地にある鉄人の各学校で 授業公開ウィークを実施し

のべ約600人の教職員が参観。また、初任者研修等の研修会講

師としての活用。

（ ） （ 、 、 ）認定者数 １６年度 ５名 小学校２名 中学校１名 県立高校２名

（具体的事例）

■ 教材・教具の工夫が素晴らしく、児童が課題意識を持って生き生き

と学習している。ビデオ撮影等により授業分析をするなど、授業改善

に前向きである。



国による優秀教員表彰の実施

全国の国公私立学校の現職の教育職員（教職経験１０年

以上かつ３５歳以上の者）のうち、学校教育における実践等

に顕著な成果を挙げた者の中から、各推薦者が候補者を推

薦し、文部科学省の審査を経て、文部科学大臣が約１，０００

名を表彰する。

○推薦者及び候補者の推薦枠

推薦者 推薦枠

国立学校 附属学校を設置する大 1名以内
学の学長

公立学校 都道府県教育委員会 公立学校教員数
に基づく按分

私立学校 都道府県知事 １名以内

○選考基準

①現に教育職員であって、学習指導、生徒指導等の学校

教育活動において顕著な成果をあげていること。

②教職経験１０年以上かつ３５歳以上の者であること。

③推薦者が実施している表彰制度において、既に表彰を

受けていること。推薦者が表彰制度を実施していない場

合にはそれに準じる評価を得ていること。

④勤務実績良好かつ過去に懲戒処分等の罰を受けていな

いこと。

※表彰式は平成１９年１月に実施予定。




